入　札　説　明　書

令和８年５月１５日北九州市公報第３４７号に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１　調達内容
（１）特定役務の名称及び数量
大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務　一式
（２）履行場所
北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所本庁舎１０階公害監視センター）ほか市内１８箇所

（３）履行期間

令和９年４月１日から令和１６年３月３１日まで
（４）入札方法

総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
２　この契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等
　　北九州市　環境局環境監視部環境監視課（担当者：若松、奥田）
　　〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話０９３－５８２－２２９０
電子メールkan-kanshi@city.kitakyushu.lg.jp
３　競争入札参加資格
　　次の各号のいずれにも該当する者であること。

　（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規　

　　　　定に該当しない者であること。

　（２）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す　

　　　　る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

　（３）都道府県及び政令指定都市が大気汚染防止法（昭和４３年法律第９
　　　　７号）第２２条に規定する業務を行うために整備した大気汚染常時監視システムの整備・保守等に関する契約を締結又はこれと同等以上のシステムの整備・保守等に関する契約を締結し、正常に稼動させた実績を有すること。

　（４）保守点検、修理及び部品供給について、適切かつ迅速に行える保守　

　　　　体制を整備すること。

　（５）休日等においてシステムに障害が発生し、緊急の復旧が必要な場合、

　　　　指示を受けてから速やかに復旧作業に着手できること。

　（６）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

４　競争入札参加資格申請書の提出期限
この一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話　０９３－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年６月９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。
５　入札書の提出場所等
（１）契約条項を示す場所及び日時
ア　場所

北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市環境局環境監視部環境監視課
イ　日時

公告の日から令和８年６月２５日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで

（２）入札説明会の場所及び日時
　　　入札説明会は行わないものとする。
（３）競争参加申出書の提出と参加資格の確認
　この一般競争入札に参加を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、開札日までの間に、市長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、期日までに当該書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、この一般競争入札に参加することができない。
　　ア　提出様式及び書類　
「様式１_競争参加申出書」
　　　「様式２_大気汚染常時監視システム整備・保守実績書」

　　イ　提出場所　「２　この契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等」のとおり
　　ウ　提出期限　令和８年６月９日（火）午後５時
　　エ　提出方法　以下のいずれかの方法で提出すること。

（ア）　書面（持参又は郵送）で提出の場合は、封筒に「大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務競争参加申出書」と朱書き。 
（イ）　電子メールによる場合　件名に「大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務競争参加申出書」と記載し、環境局環境監視課代表メールアドレス
（kan-kanshi@city.kitakyushu.lg.jp）宛に提出すること。
６　入札関係資料に関する事項
（１）仕様書を含む入札関係資料については、環境局環境監視課ホームページ（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/006_00013.html）に公開する。
（２）入札関係資料に関して質問がある場合は、次のとおり書面（持参又は郵送）又は電子メールの送信にて提出すること。

ア　提出様式及び書類「様式３_質問書」に記載して提出すること。

イ　提出場所「２　この契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等」のとおり
ウ　提出期間 公告の日から令和８年６月１１日（木）午後５時
エ　提出方法
（ア）書面（持参又は郵送）で提出の場合は、封筒に「大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務質問書」と朱書き。

（イ）電子メールの送信で提出の場合は、件名に「大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務質問書」と記載。 
オ　質問の回答　令和８年６月１５日（月）午後５時までに、環境局環境監視課ホームページ（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/006_00013.html）に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。
７　入札及び開札の場所及び日時
ア　場所

北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室
イ　日時

令和８年６月２６日　午前１０時
ウ　郵便による入札の場合は、封筒に「大気汚染常時監視システム借入れ及び保守業務」と朱書し、北九州市環境局環境監視部環境監視課長宛に郵送すること。（令和８年６月２５日の午後５時までに必着）
８　その他
　（１）契約手続において使用する言語及び通貨
ア　言語

日本語
イ　通貨

日本国通貨
　（２）入札保証金及び契約保証金
ア　入札保証金

入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市契約規則（以下「契約規則」という。）第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
イ　契約保証金

契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５条第６項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は免除する。
　（３）開札に立ち会う者に関する事項

　開札に立ち会うことが認められる者は、当該公告に示した競争入札
参加資格を有する者１人とする。なお、再度の入札が行われるときに
おいても、上記の者が立ち会うこと。

　（４）入札の無効
　次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア　公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

イ　申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
　（５）落札者の決定方法

　契約規則第１３条第１項の規定により、定められた予定価格の制限
の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
　（６）契約書作成の要否
　要

　（７）消費税法の改正等

　　　　消費税法の改正等によって消費税額等に変動が生じた場合、契約金額の消費税等相当額は、改正以降における変動後の税率により計算する。

　（８）この契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
